
特
許
法
施
行
令
及
び
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
参
照
条

文

○
特
許
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
（
抄
）

（
文
献
公
知
発
明
に
係
る
情
報
の
記
載
に
つ
い
て
の
通
知
）

第
四
十
八
条
の
七

審
査
官
は
、
特
許
出
願
が
第
三
十
六
条
第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
認
め
る

と
き
は
、
特
許
出
願
人
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
し
、
相
当
の
期
間
を
指
定
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
存
続
期
間
）

第
六
十
七
条

（
略
）

２

特
許
権
の
存
続
期
間
は
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
に
つ
い
て
安
全
性
の
確
保
等
を
目
的
と
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る
許
可

そ
の
他
の
処
分
で
あ
つ
て
当
該
処
分
の
目
的
、
手
続
等
か
ら
み
て
当
該
処
分
を
的
確
に
行
う
に
は
相
当
の
期
間
を
要
す
る
も

の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
特
許
発
明
の
実
施
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

期
間
が
あ
つ
た
と
き
は
、
五
年
を
限
度
と
し
て
、
延
長
登
録
の
出
願
に
よ
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
の
翻
訳
文
）

第
百
八
十
四
条
の
四

外
国
語
で
さ
れ
た
国
際
特
許
出
願
（
以
下
「
外
国
語
特
許
出
願
」
と
い
う
。
）
の
出
願
人
は
、
条
約
第

二
条

の
優
先
日
（
以
下
「
優
先
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
二
年
六
月
（
以
下
「
国
内
書
面
提
出
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に

(xi)

、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
国
際
出
願
日
（
以
下
「
国
際
出
願
日
」
と
い
う
。
）
に
お
け
る
条
約
第
三
条

に
規
定
す
る
明

(2)



細
書
、
請
求
の
範
囲
、
図
面
（
図
面
の
中
の
説
明
に
限
る
。
）
及
び
要
約
の
日
本
語
に
よ
る
翻
訳
文
を
、
特
許
庁
長
官
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
国
内
書
面
提
出
期
間
の
満
了
前
二
月
か
ら
満
了
の
日
ま
で
の
間
に
次
条
第
一
項
に
規

定
す
る
書
面
を
提
出
し
た
外
国
語
特
許
出
願
（
当
該
書
面
の
提
出
の
日
以
前
に
当
該
翻
訳
文
を
提
出
し
た
も
の
を
除
く
。
）

に
あ
つ
て
は
、
当
該
書
面
の
提
出
の
日
か
ら
二
月
（
以
下
「
翻
訳
文
提
出
特
例
期
間
」
と
い
う
。
）
以
内
に
、
当
該
翻
訳
文

を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
５

（
略
）

（
出
願
審
査
の
請
求
の
時
期
の
制
限
）

第
百
八
十
四
条
の
十
七

国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
は
、
日
本
語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
、
外
国

語
特
許
出
願
に
あ
つ
て
は
第
百
八
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
百
八
十
四
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
続
を
し
、
か
つ

、
第
百
九
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
を
納
付
し
た
後
、
国
際
特
許
出
願
の
出
願
人
以
外
の
者
は
、

国
内
書
面
提
出
期
間
の
経
過
後
で
な
け
れ
ば
、
国
際
特
許
出
願
に
つ
い
て
の
出
願
審
査
の
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
決
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
る
国
際
出
願
）

第
百
八
十
四
条
の
二
十

（
略
）

２
～
５

（
略
）

６

第
百
八
十
四
条
の
三
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
の
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
八
十
四
条
の
九
第
六
項
、
第
百
八
十
四

条
の
十
二
か
ら
第
百
八
十
四
条
の
十
四
ま
で
、
第
百
八
十
四
条
の
十
五
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
八
十
四

条
の
十
七
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
は
、
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
許
出
願
と
み
な
さ
れ
た
国
際
出
願
に
準
用
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
準
用
に
関
し
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
政
令
で
定
め
る
。



○
工
業
所
有
権
に
関
す
る
手
続
等
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
年
法
律
第
三
十
号
）
（
抄
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
特
定
手
続
）

第
三
条

手
続
を
す
る
者
は
、
特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は
審
査
官
に
対
す
る
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
手
続
で
あ
っ

て
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
特
定
手
続
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

（
電
子
情
報
処
理
組
織
に
よ
る
特
定
通
知
等
）

第
五
条

特
許
庁
長
官
、
審
判
長
又
は
審
査
官
は
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
る
通
知
又
は
命
令
で
あ
っ
て
政
令
で
定
め

る
も
の
（
以
下
「
特
定
通
知
等
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使

用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
特
許
等
関
係
法
令
の
規
定
に
よ
り
そ
の
特
定
通
知
等
を
書
類
の
送
達
に
よ
り
行
う

も
の
と
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
特
定
通
知
等
の
相
手
方
が
、
送
達
を
受
け
る
旨
の
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
方

式
に
よ
る
表
示
を
し
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２
～
５

（
略
）


